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聖籠町告示第４２号 

聖籠町子育て応援パスポート事業実施要綱の一部を改正する告示を次のよう

に定める。 

令和２年３月３１日 

聖籠町長 西脇 道夫 

聖籠町子育て応援パスポート事業実施要綱の一部を改正する告示 

聖籠町子育て応援パスポート事業実施要綱（平成３１年聖籠町告示第１６号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「満１５歳未満の子どもを養育する保護者」を「子育て世帯」に改

め、「聖籠町子育て応援パスポート」の次に「及び子育てきらきらカード」を

加える。 

第２条中「の４月１日現在において、満１５歳未満の」を「において、満１

５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある」に、「（以下、「保

護者」という。）」を「（以下「保護者」という。）」に改める。 

第３条第２項を削る。 

第４条中「であって、パスポートに氏名が記載されているもの」を削る。 

第８条の次に次の１条を加える。 

（協賛企業の届出内容の変更） 

第８条の２ 協賛企業は、前条の規定により届け出た事項において変更が生じ

たときは、すみやかに子育て応援パスポート事業協賛企業登録内容変更届（別

記様式第３号の２）を町長に提出しなければならない。 

 第１０条を次のように改める。 

（協賛企業への補填等） 

第１０条 町長は、協賛企業がパスポート利用者に提供するサービスに係る補

填や補償等を、一切行わないものとする。 

本則に次の１条を加える。 

（相互利用） 

第１３条 新潟市及び聖籠町における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約

（平成２９年３月２９日締結）に基づく取組として、協賛企業は、新潟広域

都市圏を構成する市町村のうち、新潟市及び田上町の発行する子育て支援を
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目的としたパスポートと同様のカード類の利用者に、パスポート利用者と同

様のサービスを提供するものとする。 

２ 新発田市・胎内市・聖籠町定住自立圏形成協定（平成２８年１０月５日締

結）に基づく取組として、協賛企業は、新発田市・胎内市・聖籠町定住自立

圏を形成する新発田市及び胎内市の発行する子育てきらきらカードの利用者

に、パスポート利用者と同様のサービスを提供するものとする。 

別記様式第１号を次のように改める。 
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別記様式第２号を次のように改める。 
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別記様式第３号の次に次の１様式を加える。 

 

附 則 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 


